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１ ． 利根川下流部係留船対策の概概

（ １ ） 目目

利根川の下流部は、 低平低・ 穀穀低穀でです千千千と 茨茨千の千県を

流下し 、 銚銚銚で太平太に注ぐ 我が国船国の大河川ででり 、 洪水計に対

ししの安安安や利水利利と と とに、 内水面内内の設と しし利用さ さ、 近

年ににいしはにに に にルにに にの設と ししと注目さ さしいさす。  

ししし 、 利根川下流部はは の広広と しと河川河河・ 水面を船すすは と

しか 、 近年、 多多なにに に にルにに に利用の増増と と とに、 河川利用占

河のの の のルや、 占占を占けない桟桟の係設、 持ち主の特策係将ない船

対の係留なな、 船対に関わす無無無な利用利利が増えしきしいさす。  

特に係留船は、 従将の内船ななの係留に増えしえにのえ ルえルの なな

と増えしにり 、 広づ 人広の利用に供すすき公公公でです河川ににいし、

無無を保ちちち、 人広に気持ちちづ 利用さ さす河川河河を創係すすは と

は、 今今の大きな課課ででり さす。  

は こ し と無無無な係留をは のささ放設すすは と は、 さ か に問課を積み

重ね、 複複適し解解の道を困困にすす恐さがでり 、 河川河に基づづ 管管

行行の公平安の観観しか と放設すすは と は係将さまま。  

は のちこ なは と しか 、 学学占、 水面利用関係占、 行行関係部行で構成

さ さす「 利根川下流部水面利用協議会」 ににいし、 係留船対策計画を策

策し、 無無です係留係県への指基と すすとのででり さす。
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（ ２ ） 対対対対

基協議会ににけす検検対対対対は、 利根川基川の利根川下流河川利責船管管

対河（ - 1. 5km～86. 0km） なか びに、 小小川の利根川利流観しか 豊豊豊さでの約

1km対河と しさす。

（ ３ ） 対対船対

基計画に適用さ さす対対船対は、 波波・ 銚銚内銚内の船対を除づ 、 利根川下

流部の河川対対内に係留ささしいす安しの船対（ 内船（ 動動船・ 非動動船）、え

にのえ ルえルの 、警警船、台船、作内船、ヨ ヨ の なな ） と すす。さと係留と は、

高水高に陸設きししいすとのを含むとのと すす。

（ ４ ） 策策の手手き

利根川下流部係留船対策計画は、 学学学学占、 水面利用関係占（ 内協、 マに

に利内協会）、警警、海海保安海、沿川沿沿沿、千千千、茨茨千、独独行行河人、

国国国国国で構成すす「 利根川下流部水面利用協議会」 ににいし、 水面利用に

関すす利事の内、 係留船対策に関すす利事を協議し、 構成構の利合の基に策策

すすとのと すす。  

検検対対対対： 利根川基川と

小小川の豊豊豊さで
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２ ． 基基基基

利根川下流部ににけす現現の無無無な係留係係を解解すすとすには、 河川河に基

づづ 一策の概要を満としと係留利利を適正に占占し、 安しの係留船を把把・ 管管し

してづ 必概がです。  

は の係留船対策計画に基づき、河川管管占は占用占占の手手きを進すす。その他、

安しの関係占は、 は の計画に基づき無無です係留係県の実現を図すとのと すす。  

（ １ ） 係留係係係係の係策

無無です係留係県の管管水管を維持すすとすには、 占占船対と 無占占船対を

明明に対区すすとすの「 係留係係係係」 を係策し、 係留係係への係留を希希す

す船対は係留係係を行い、 さ か に、 占用占占占占が占受占利と 判判しし係留を

認すす設利に限り 、 係留が占占さ さすとのと すす。  

なに、 登登を占けしいない船対は、 無占占係留船対と しし河川河に基づき対

処すすとのと すす。  

（ ２ ） 河川河に基づづ 係留係係の適適適

現現すでに占占ししいす泊低計に増え、 現現設ににけす簡簡な係留係係と暫

策係留係係と しし河川河に基づき占占すす。  

係留係係の管管水管を適適に維持できす団沿と しし、国・低基沿沿沿計の他、

当協議会で認すす内内協漁枠利計を占用占占占占と すす。  

一基、 占用占占を占けしいない係係にちいしは、 河川河に基づき対処すすと

のと すす。  

（ ３ ） 係留係係の利用利びに管管管管ルルル

係留係係が適適に管管できすちこ 、 ルルルを策すしにづ とのと すす。  

洪水洪計の緊緊洪ににいしは、 係留係係の管管占や、 船対船船占にちす沿自

責責ににいし、 避困計を実係ししいづ とのと すす。  

さと、 係留船対が安安に避困すすとすの情情情情沿係に関すす仕枠みを整整

ししいづ とのと すす。  

（ ４ ） 将将の係留係係の適適な整整計画の検検

将将の無無です係留係県の実現に向け、 低対の特安や河川特安を踏さえ、 沿

水海水水と なか ない箇船に、 質利びに管管水管の多多な恒恒係係を整整ししい

づ は と や、 船対海下船係係（ 斜斜） を整整し 、 河川対対河の陸海保管を促すは

と を検検すす。  
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３ ． 係留係係係係

（ １ ） 係係係係の目目

前前      の基基基基を踏さえ、 無無です係留係県を実現すすとすに、 占用占占を

占けと係留設船（ 船ださり ・ 河道内） ににいし、 係留占占船対（ 内船・ えにの

え ルえルの計） を明明適さますと と とに、 適適な管管を行こ とす、 波波・ 銚銚

内銚を除づ 安船対に対しし、 係留係係係係を係策すす。  

（ ２ ） 占用占占占占、 河川管管占、 船対船船占の責責

１  ） 占用占占占占 

占用占占占占は、 係留設船の係係管管占でです。  

占用占占占占は、 占用設船に係留ししいす船対を整管・ 把把し 、 係係船対

に リの をと り さと す、 河川管管占へ提係すす。  

河川管管占ちり 国交さ さと係留係係係リスヨ ス ルを各船対船船占に配配し、

リスヨ ス ルを貼交さ ます。  

２  ） 河川管管占 

河川管管占は、 占用占占占占が整管しと係係船対に リの に対対すすリスヨ

スルを、 占用占占占占へ国交すす。 係係船対に リの にない未係係船にちいし

は、 不河占用と しし河川河に基づき対処すすとのと すす。  

３  ） 船対船船占 

船対船船占     は、 係留係係に船対を係留ししいす占と すす。  

占用占占占占と の河に係留に関すす利合を得と今に、 船策の係係を行こ 。  

さと、 係係を行っ と船対に関ししは、 係け係と係留設船に係留し、 洪水洪

対対計の沿自責責を負こ とのと すす。  

係留船対の船沿には、 河川管管占が国交しと係留係係係リスヨ ス ルを貼交

ししにづ とのと すす。  

内協枠利構 内協枠利構 ＰＰ船船占

市市市・ 内協計 船対に リの 作成（ 安船対）

係係手手き  

国国国国国

一一で占用占占・ リスヨ スル国交

千千千

茨茨千

占用参手手

占用参 

手手き完 

了今 

書書書交 

《 船対船船占 》

《 占用占占占占 》

《 河川管管占 》

船対ﾘﾘﾘ

占用占占

〔 係留に関すす利合〕  
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（ ３ ） 未係係船対の取り 扱い

基係係をししいない船対は、 河川対対内の未占用の設船への係留はとちはま

のは と 、 占用占占を占けと係係への係留と認すかさないとのと すす。  

未係係船対、 及び係留係係係リスヨ ス ルが貼交ささしいない船対は、 河川河

に基づき対処すすとのと すす。  

（ ４ ） 係係の手手き

係留の希希占は、 必概利事を占用占占占占に係係す。 占用占占占占は、 国国

国国国へ係留の係係船対に リの を提係し、 国国国国国は船策の審審の今、 係係

の証明と なす「 係留係係係リスヨ ス ル」 を係留設船でです各占用占占占占へ国

交し、 船対船船占は各占用占占占占ちり リスヨ スルを占受すすとのと すす。  

係係内届に変変がでっ と設利は、 占用占占占占は速やしに国国国国国に係け

すとのと すす。 なに、 双基が保管ししいす係係船対に リの は毎年変毎すすとの

と すす。  

係係に際しし必概な利事のに リの は、 以下の国り と すす。  

・      係係占の住船、 氏氏、 電電電電（ 携穀電電電電）  

・      船対の種書 

・  係留保管の設船 

・      船対の諸諸  

・      製構年月日 

以下    に係留係係係リスヨ ス ルののの ルの例を示す。  

利根川下流部水面利用協議会 － 占用占占占占氏 － 管管電電 

※ 係留係係係リスヨ ス ルは、 各占用占占占占ごと にさと すす。  

○ ○ ○ ○利根川下－波波－

係留係係係

国
国

国
国国利根川下流河川利

責
船

河川管管占
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４ ． 暫策係留係係の基基

（ １ ） 暫策係留係係と 係留船対に関すす基基基基

１ ） 将将、 恒恒目係留係係が整整さ さすさでの河、 河道内の現係留設船ににけす

簡簡な係留係係で、 一策の条要に満とすとのを暫策係留係係と しし認す、 占

用を河川河に基づき占占すすとのと すす。  

係留船対策の対対船対と 、 係留設船係ににけす占用占占条要の原原と 緩緩

条要は、 以下の国り と すす。 は の占占条要に基づき、 占用占占を行こ とのと

すす。  

係留設船     

係留船対 

策対対船対 

船ださり 計 

（ 現係で占用占占係）

河道内・ 陸海 

（ 暫策係留係係に占占）

内 船 （ 動動船）  

内 船 （ 非動動船）
○  

ﾌﾌ ﾌﾌﾌ ﾌﾌﾌﾌ ﾌﾘ 

警警船 

台船 

作内船 

ヨ ヨ の  

○  

×
※ １

                        ○ ： 占用占占 × ： 占用不占占 

＜占用占占の緩緩概要＞ 

※ １ ： 内協計の団沿が占用占占占占と なり 、 船対船船占と 保管・ 管管の

ルルルが明独ししいす設利 

２  ） 占用占占を占けと現係留設船と 係留係係は、 恒恒係係が整整ささす段段毎に

暫洪解解さ さしいづ とのと し 、 暫策係留係係の使用使河は 10年河と すす。  

３ ） 暫策係留係係の対対は、 河道低水斜や水川、 水斜に係留ししいす船対の係留

係係及び高水高に陸設きさ さしいす係係と すす。 は の係係に係留を認すす船

対は、 現現現に係留さ さしいす船対のみと すす。  

４    ）  洪水洪には暫策係留係係に係留ししいす船対は、堤内低堤水斜計沿水海安安

な設船に避困し、 河道内の暫策係留係係には杭のみが残すとのと すす。  

５ ） 現係留設船ににいし、 不適適な係留利利と 係留設船にちいしは、 係留係係対

対と しし係策し 、 係留係係対対内の船対は移動すすとのと すす。 なに、 移動

先の係留構構は、 河川管管占の認すす簡簡な構構と すす。  
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（ ２ ） 暫策係留係係の係設設船

１ ） 係設設船の条要 

暫策係留係係の係設設船は、 係留係係対対以河の以下の条要を満とす設船

と すす。  

① 沿水に水水のない設船・ 構構と すす。  

・ 水管検検に基づいと現設船の安安安を明認し、 毎とに係設さ さす暫策係留

係係の杭杭は概ね、 高水高高さでと すす。  

② 平平洪は維持管管がしやすづ 、 流係の恐さがないとのと すす。  

・ 毎とに係設すす暫策係留係係にちいしは、 船船占が修管占利な簡簡な係係

構構と すす。  

③ 水水水作計の影影がなづ 、 船対船船の危危安が小さ い設船に係設すすは と と

すす。  

・ 船船区船係の船さ は、 水水水水しか 距距をにづ とのと すす。  
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２ ） 係留係係対対の係策 

直直、 樋管ののルの のすぐ 脇や手すり に係留ししいす設利、 ですいは樹樹

への係留、水水・ 閘水、揚揚水利設ななの現係留設船は、「 係留係係対対」 と

しし係策すす。 は こ し と係係対対に現設すす船対は、 一策の基管を満とす対

対へ移動を条要に係留を占占すす。  
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（ ３ ） 暫策係留係係の構構

利根川下流部ににいし適適と 参えす暫策係留係係の構構は、 将将の恒恒目係

係が整整さ さすさでの暫策係係でですは と しか 、 簡簡な構構と ししの樹杭及び

単管構構が想策さ さす。  

現係留設船で構構目に問課がない設利を除き、 移動・ 再係設すす設利は、 係

設設船の条要を参考し、 樹杭及び単管のなちか しを選選すすとのと すす。  

暫策係留係係の構構例 
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５ ． 係留船係係の係留・ 管管管管ルルル

（ １ ） 係留船係係のルルルの基基目参え基

１ ） 詳詳なルルルは、 利根川下流部水面利用協議会で利合さ さと利事の範範内で各

占用占占占占に委ねすとのと すす。  

２ ） 占用占占占占は、 船対の係留設船を船対船船占に使用さま、 係留係係の係設や

管管を行こ 。 とだし 、 船対船船占と 利用ルルルを策す、 利用占の責責を解すす

は と が係将す。  

３   ） 係留できす船対船船占は当当係係の安性を管解し、 利用のルルルを遵遵できす

基広のみと すす。  

４   ） 当当係係に係留ししいすは と を証明すすリスヨ スルを船沿に貼交すす。  

５   ） 他低対ちり 暫策係留係係へ一洪目に係留しちこ と すす船対は、 占用占占占占と

協議し、 その取り 扱いを明明にししにづ とのと すす。   

６ ） 占用占占占占と 船対船船占計の役役と 責責区責を明明にすす。 係係ごと の利用

ルルルにとちすが、 基基目には暫策係留係係利びに係留船対は船船占の沿自責

責の下に管管すす。  

（ ２ ） 係留係係の係留ルルル

１   ） 係留ルルルの原原 

① 暫策係留係係の利用は、利根川下流部水面利用協議会の利合しと当当ルル

② ⑦ル（ 基計画 ～ ） の枠内での利用と すす。  

② 係係及び船対の船船占は、 各占用占占占占と 利合しとルルルを遵遵すすと

のと すす。  

③ 認すかさと係留設船ちり 、 占用占占占占に無判で移動しとり 、 河川管管占

へ無判で工作公を係設すすは と は係係すす。 さと、 占用占占占占、 河川管

管占の指指や助助には従こ とのと すす。  

④ 係係及び船対の船船占は、各占用占占占占と 締締しと利用ルルルを遵遵し 、

登登ささと船対のみ係留利用ができすとのと すす。  

⑤ 解すか さと暫策係留係係以河の係留係係計への係留は係係すす。  

⑥ 移係・ 再係設すす暫策係留係係の構構は、 河川管管占が各占用占占占占に

対し認すととのに限策すす。  

⑦ 係留の係係を行い、 係係係のリスヨ スルを船沿に貼交すす。  

２    ） 係留ルルル  

① 河法計の遵遵 

次       に例示すすとのの他、 関係河法を遵遵すすは と 。  

・      河川河及び銚港河 

・      銚原河その他の海利関係河法 

・      解消河その他解消関係河法及び各沿沿沿各各各消条例 

・      内内関係河法 

・      廃廃公の処管及び清清に関すす河法その他の係県保安条例 
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・      道斜国国河 

・      小小船対の登登計に関すす河法 

・ えにのえ ルえルの      関係千条例 

・      迷迷消係条例 

     ② 低対係県計に対すす配考 

暫策係留箇船ににいし、 迷迷行迷を慎み、 船沿しか の油の流係の消係に努

す、 河川係県の保安を図すとのと すす。 さと、 他の水面利用占への迷迷と な

か ないちこ に利根川の水面を利用すすとのと すす。  

・  便船・ ・・ 計にちいしは、 利用占沿か の責責をとっ し適適に対処すすは

と 。  

・      水水計の開開水作に水水が無いちこ に係留ルルルを遵すは と 。  

・      内内漁動の水水と なす行迷を行わないは と 。  

     ③ 係留係係の管管管管 

暫策係留係係利びに船対の維持管管は、 その船対船船占沿船が占用占占占

占に対しし責責を持ち。 占用占占占占へ利事計にちす係係利びに船対の船船

計の過過責責を問こ は と はできない。 さと、 占用占占占占は河川管管占に対

しし安責責を持ち。  

船対船船占

占用占占占占

河川管管占 

係係 

占占 

係留 

占占 

責責 

責責 管管協策を策すす  責責 
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④ 管管協策 

・ 沿主管管 

河       道内の係留係係に係留すす船対は、 その船船占にちす沿主管管を基基

と すす。 船船占は、 洪水洪の避困沿係を整整し、 船対計の適適な管管を行

こ 。  

さと、 洪水洪に暫策係留係係に係留ししいす船対は、 船対船船占沿か の

責責で対処すすとのと すす。  

・      安安明認

占用占占占占        は、 安安明認を行こ とのと すす。  

・     避困指示

占用占占占占        は必概に対じし、船対計に対しし避困指示を係すとのと し 、

船対計の船船占は、 は の占用占占占占の指示に従こ とのと すす。  

・      緊緊情情緊 

占用占占占占        と 係留保管設船毎の船対船船占と の河には、 緊緊情情緊を

整整すすとのと すす。  

・      利事洪の対対 

暫策係留係係        、 係留船対ににいし利事が発発しと設利、 船対の船船占は

速やしに占用占占占占へ情情すすと と とに、 警警や解消、 河川管管占への

国情通責を負こ とのと すす。  
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６ ． 将将の係留係係の計画

（ １ ） 段段目な係係整整の枠枠み

利根川下流部の無無です係留係県を実現ししいづ とすには、 低諸の係係や船

対船船占の実情に対じし、 簡簡な暫策係留係係しか 将将の恒恒係係（ 船ださり

や河川マに ルマ計） さでの多広な整整水管がです。  

さと、 船対海下船係係（ 斜斜） の充実を図り 、 河川対対内の係留船そのとの

を減か ししいづ は と と、 解解に向けしの重概な基向安でです。  

将将の恒恒係係の実現は、 無無です係留係県のみなか の、 無無です水面利用

の実現と促すと と とに、 国流の促進、 消各対策、 低対地地計、 低対の多多な概

占にと対えかさすとのと なす。  

そのとす、 将将に向けしは、 沿水に水水がなづ 、 景観、 利用、 沿自係県と 調

緩し、 低対や河川の特安に対じと多多な係留係係の整整が参えか さす。  

（ ２ ） 将将係係の計画計に関すす基基目な参え基

１ ） 暫策係留係係係設今、 ちり 良い係留係県の実現に向けし、 低対の概占や実情

に対じと各種条要に適利しと段段目な整整水管に向けし努動ししいづ とのと

すす。  

２ ） 恒恒係係は、 暫策係留使河暫了今、 暫策係留係係に係留ししいす船対を占け

受さす係係ででり 、 消各海・ 景観海、 その他無無です係留係県を実現すすと

のでです。  

３ ） 河道内に恒恒目な船ださり を整整すす設利には、 洪水洪に船対は堤内低へ避

困し、 河道内には船対を残設まの、 杭のみが河道内に残す。  

４ ） 船対海下船係係（ 斜斜） の整整にちり 、 河川対対河の陸海保管を促し 、 河道

内係留を減か す。  

５ ） 低対と 一沿と なり 、 将将構想計に枠み込ささと河川整整を推進すす。  

６ ） 利根川下流部水面利用協議会で利合さ さと係留ルルルに基づづ 利用を促進す

す。  
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（ ３ ） 係係の整整のの の ルの

下下に示すちこ なの の ルのを枠み利わま、 実係占利な箇船ににいし実現を図

すとのと すす。  

堤内低陸海保管の整整のの ルの  

斜斜の整整のの ルの  
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河川マに ルマの整整のの ルの  

河道内泊低の整整のの ルの  


